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疑義解釈資料の送付について（その 30） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 
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（別添） 
医科診療報酬点数表関係 

 
【重症度、医療・看護必要度】 

問１ 急性期一般入院料７等の重症度、医療・看護必要度の測定が要件である

入院料等については、令和２年 10 月１日から、令和２年度診療報酬改定

後の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととな

るが、それ以外の急性期一般入院基本料（４及び７を除く。）等の入院料

等（７対１入院基本料（結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一

般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、看護必要度加算、総合入院体

制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算

１、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料（地域包括ケア１））

についても同様に、令和２年 10 月１日から、改定後の評価票を用いて評

価を行うことになるのか。 

（答）貴見のとおり。なお、急性期一般入院基本料（４及び７を除く。）等の

入院料等において重症度、医療・看護必要度の評価を行う場合について

は、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和２年３月 31 日厚生

労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈（その１）」という。）問

６において、令和２年７月１日から、令和２年度診療報酬改定後の一般

病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこ

ととしており、令和２年 10 月１日以降についても、引き続き改定後の評

価票を用いて評価を行うこと。 

 なお、経過措置が令和３年 3 月 31 までの急性期一般入院料４について

は、疑義解釈（その１）問６のとおり、少なくとも令和３年１月１日から、

令和２年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係

る評価票を用いることとして差し支えない。 

   ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う

届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰか

らⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添え

る。 



 

問２ 許可病床数 400 床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料

（急性期一般入院料７を除く。）を算定する病棟及び７対１入院基本料（特

定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。））を算定する病棟については、

令和２年度診療報酬改定において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要

度Ⅱを用いることが要件となったが、今般の経過措置延長に伴い、いつか

ら一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行うこととなる

か。 

（答）令和２年度診療報酬改定後に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

Ⅱによる評価が要件となった入院料において評価を行う場合については、

疑義解釈（その１）問６のとおり、すでに令和２年７月１日から、一般

病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこととしてお

り、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置の期限が延長され

る令和２年 10 月１日以降も引き続き、同様に一般病棟用の重症度、医療・

看護必要度Ⅱを用いた評価を行うこと。 

ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届

出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡ

への変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。 

 

【連携充実加算】 

問３ 連携充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関において外来化

学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とし

た研修会等を年１回以上実施すること。」とされているが、当該施設基準

を新規に届け出る場合、どのような取扱いとなるか。 

（答）当該施設基準の届出時点で、届出日から１年以内に当該研修会等を開

催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関におい

て外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を

対象とした研修会等を年１回以上実施すること。」の要件を満たしている

ものとしてよい。なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を

添付すること。 



 

問４ 連携充実加算の施設基準について、「令和２年３月 31日時点で外来化学

療法加算１の届出を行っている保険医療機関については、令和２年９月 30

日までの間に限り、上記（３）のイの基準を満たしているものとする。」

とされているが、令和２年３月 31 日時点で外来化学療法加算１の届出を

行っている保険医療機関であって、研修会の開催が令和２年 10 月１日か

ら令和３年３月 31 日までの間に決まっている場合について、令和２年 10

月１日以降、どのような取扱いとなるか。 

（答）「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険

薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年１回以上実施するこ

と。」の要件を満たしているものとみなしてよい。なお、その場合は、令

和２年 10 月 12 日までに、研修会等の開催予定日が分かる書類を届け出

ること。 


